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Ⅰ 経営改革の推進 

 １ 平成１６年度末時点におけるこれまでの経営改革の取組状況 

 （１） 民間への事業譲渡の実績 

    平成１６年度末までに、病院事業に関し民間へ事業譲渡した実績はない。 

 

 （２） 民間的経営手法の導入実績 

     病院業務について、各分野で民間委託の可能性を検討し、以下の業務について平成

１６年度末までに民間委託を実施した。 

      １） 医事業務 

       ２） 病棟業務等補助業務 

       ３） 清掃業務委託  

     ４） 栄養管理・調理業務 

     ５） 電話交換業務 

     ６） 病院等建物総合管理業務 

      ７） 医療情報システム運用管理業務 

     ８） 各種高度医療機器保守点検業務 

     ９） 各種設備・機械保守点検業務 

     １０） 廃棄物処理業務 

      １１） 生化学等検査業務 

 

  （３） 収益増加へ取組実績 

      １） 病床管理の一元化による病床利用率の向上 

    ２） クリニカルパスの導入による平均在院日数の短縮 

    ３） 急性期入院加算の算定 

    ４） 請求項目のセット化による診療報酬請求漏れの防止 

    ５） レセプト点検の強化による査定減の防止 

    ６） 未収金の抑制と督促 

    ７） 回復期リハビリテーション病棟入院料加算の算定 

    ８） 診療録管理加算の算定 

      ９） 開放型病院共同指導料の算定 
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 （４） 組織、体制の見直し実績 

    １） 各部署の責任者会議の設置と充実 

    ２） 各種院内委員会の見直し 

    ３） 専門外来の充実 

      ４） 休日歯科診療の実施 

      ５） 地域リハビリテーションの推進 

      ６） 日帰り手術センターの設置 

 

 ２ 平成１７年度～平成２１年度までの５年間の経営改革の取組目標、目標の具体的な内   

容、取組時期 

  （１） 民間への事業譲渡・検討目標時期 

    現時点で事業譲渡については検討していない。 

 

 （２） 民間への事業譲渡・実施目標時期 

       現時点で事業譲渡については検討していない。 

 

  （３） 民間的経営手法の導入・検討目標時期 

       病院の運営手法（ＰＦＩ、地方独立行政法人化、指定管理者制度の導入、事業譲渡、

等）については平成１９年度から検討を行う予定であるが、社会情勢の変化により前倒し

で検討することも検討している。 

 

 （４） 民間的経営手法の導入・実施目標時期 

検討結果については、平成２２年に実施する予定であるが、社会情勢の変化により前倒  

しで検討することになれば、実施時期も早まる可能性がある。 

 

 （５） 収益増加への取組・検討目標時期 

    １） 病床利用率のさらなる向上（目標９５％）              毎年度 

      ２） 平均在院日数の短縮                              毎年度 

      ３） 初診料加算金の見直し                               平成１７年度 

      ４） ＤＰＣ（診断群分類別包括評価）への対応                平成１８年度 

      ５） 緩和ケアの推進による緩和ケア診療加算の算定      平成１７年度 

      ６） ＰＥＴ－ＣＴ機器の導入による検査収益の増加             平成１７年度 
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 （６） 収益増加への取組・実施目標時期 

       １） 病床利用率のさらなる向上（目標９５％）                毎年度 

    ２） 平均在院日数の短縮                               毎年度 

    ３） 初診料加算金の見直し                             平成１８年度 

４） ＤＰＣ（診断群分類別包括評価）への対応              平成１８年度 

５） 緩和ケアの推進による緩和ケア診療加算の算定         平成１８年度 

６） ＰＥＴ－ＣＴ機器の導入による検査収益の増加           平成１８年度 

 

 （７） 組織、体制の見直し・検討目標時期 

１） 救急診療部の充実                        平成１７年度 

２） 専門外来の充実                     平成１７年度 

３） 総合診療科の検討                            平成１７年度 

 

 （８） 組織、体制の見直し・実施目標時期 

      １） 救急診療部の充実                              平成１７年度 

２） 専門外来の充実                               平成１７年度 

３） 総合診療科の検討                              平成１７年度 

 

Ⅱ 定員管理・給与の適正化 

 １ 定員管理の適正化 

 （１） 平成１１年４月１日～平成１６年４月１日までの定員管理適正化実績     

      ① 過去５年間の純減数 

      別紙－１「過去５年間の職員の状況」のとおり 

        平成１１年４月１日と平成１６年４月１日現在の職員数を比較すると、５７人の減

となっている。 

      ② 純減数の内訳（退職者数） 

 

    ③ 純減数の内訳（採用者数） 

        Ｈ１１人数－退職者数＋Ｘ＝Ｈ１６人数 

 

    ④ 過去５年間の削減率（平成１１年４月１日時点の総定員に対する削減率） 

         上記削減率は８６．３㌫である。 
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        （３６０人／４１７人×１００＝８６．３） 

 

（２） 平成１７年４月１日～平成２２年４月１日までの定員管理の適正化目標、目標の具体的  

な内容 

    ① 適正化目標の基本的考え方 

        救急医療のための夜間当直体制の整備、平成８年のリハビリテーションセンターの

増築及び神経内科などの診療科の増設の際に全ての常勤職員の採用で人員を確

保してきたこともあり、病床数に対する職員数の割合は府内公立病院の中でも全職

種にわたって高くなっている。 

         平成１５年度においては、医療技術職員の退職者を不補充とし、調理業務及び医    

事業務に関して平成１６年度からの委託化を前提に業務の見直し及び整理を行って

いる。 

         今後については、労働生産性の高い人員体制となるよう、常勤職員と非常勤職員・    

臨時職員の構成を見直すとともに、職員定数の見直し及び業務の委託化を行うもの

である。 

 

   ② 適正化目標の設定の仕方 

     １） 医 師 

       平成１４年度決算ベースでの医療法上の定数と実際の人数の比率を一定に保ち、

翌年度以降の病床数及び患者数に対して比例させる。ただし、臨床研修指定病院

の関係で病理医を１人増（平成２２年までに３人減） 

     ２） 看 護 師 

         平成１６年度はＩＣＵの体制の見直しにより常勤２３９名、平成１７年度は工事に伴う    

病床の閉鎖により常勤２２０名、平成１８年度以降は３人夜勤体制を維持するうえで

の最低人員２３６名で推計 

     ３） 医療技術職 

         薬剤師、検査技師、放射線技師、栄養士等の医療技術職は平成２２年まで退職者    

不補充で推計（なお、各部門の退職者２人目からはアルバイトで補充、１人目は業

務の効率化で対応し補充無し） 

     ４） 事務技術職 

         平成１６年度から医事業務の委託化を図り、６人減で推計 

     ５） 技能労務職 
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          調理員は、平成１６年度から全面委託とし、常勤（再任用を含む）１２名を削減する 

 

   ③ 今後５年間の純減数 

      別紙－２「人員体制の見込み」のとおり 

 

   ④ 純減数の内訳（退職者数） 

           

 

   ⑤ 純減数の内訳（採用者数） 

     別紙－２「人員体制の見込み」のとおり 

 

⑥ 今後５年間の削減率（平成１７年４月１日時点の総定員に対する削減率） 

       現時点での予想削減率は１０６．７㌫である。 

         （人３６６／３４３人×１００＝１０６．７） 

 

 

 ２ 給与の適正化 

 （１） これまでの給与の適正化実績 

   ① 高齢層職員昇級停止 

      市長部局と同様  

   ② 不適正な昇級運用の是正 

        市長部局と同様 

   ③ 級別職務分類表に適合しない級への格付け等の見直し 

        市長部局と同様 

   ④ 退職手当の支給率の見直し 

        市長部局と同様 

   ⑤ 諸手当の総点検の実施 

       病院独自手当の見直しを調査 

   ⑥ 給与水準の見直し 

        市長部局と同様 

   ⑦ 給料表の適正化 

        市長部局と同様 
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   ⑧ その他 

 

 （２） 今後の給与の適正化目標、目標の具体的な内容 

     ① 高齢層職員昇級停止 

        市長部局と同様  

    ② 不適正な昇級運用の是正 

          市長部局と同様 

    ③ 級別職務分類表に適合しない級への格付け等の見直し 

          市長部局と同様 

    ④ 退職手当の支給率の見直し 

          市長部局と同様 

    ⑤ 諸手当の総点検の実施 

       病院独自手当の見直しを調査 

    ⑥ 給与水準の見直し 

          市長部局と同様 

    ⑦ 給料表の適正化 

          市長部局と同様 

    ⑧ その他 

 

３ 定員管理、給与の適正化の公表状況 

 （１） 平成１７年度の公表実績 

    ① インターネットＨＰへの掲載の有無 

         していない 

     ② その他の媒体による公表 

広報誌「もみじだより」に掲載 

     ③ 国の公表様式への準拠 

       していない 

     ④ 比較可能なように団体平均や民間、国の対応するデータを添えて公表 

       していない 

 

 （２） 今後の公表の具体的な内容 

    ① インターネットＨＰへの掲載の有無 
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       箕面市として統一的な対応を検討 

     ② その他の媒体による公表 

          箕面市として統一的な対応を検討 

     ③ 国の公表様式への準拠 

          していない 

     ④ 比較可能なように団体平均や民間、国の対応するデータを添えて公表 

          箕面市として統一的な対応を検討 

 

Ⅲ 経費削減等の財政効果（経営改革の推進、定員管理・給与の適正化） 

 １ 平成１６年度末時点におけるこれまでの実績 

   （１） 収入関係 

     ① 未収金の徴収対策 

      １） 毎月、電話と文書催告による定例督促（徴収率：３７．１％） 

２） 郵便振替の充実 

     ② 料金の見直し 

      １） 個室料、文書料の見直し 

      ２） 初診料加算金の設定  

     ③ 未利用財産の売り払い等 

          該当なし 

     ④ その他 

      

 （２） 支出関係 

     ① 人件費削減（職員削減） 

          調理業務の委託化による職員削減 

     ② 人件費削減（給与削減） 

          市長部局と同様 

     ③ 組織の統廃合 

          該当なし 

     ④ 民間的主要の導入による事務事業費削減 

          調理業務の委託化 

     ⑤ その他 
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 ２ 平成１７年度～平成２１年度までの５年間の経費削減等の目標 

 （１） 収入関係 

     ① 未収金の徴収対策 

      １） 毎月、電話と文書催告による定例督促（徴収率：２９．８％） 

２） 個別徴収実施 

３） 督促回数を定期化、電話による督促回数の強化 

４） 法的措置の具現化 

５） クレジットカード等による支払い検討 

     ② 料金の見直し 

      １） 初診料加算金の見直し 

      ２） 分娩料の見直し 

      ３） 分娩料の市外料金の撤廃 

      ４） 室料差額及び文書料の見直し  

     ③ 未利用財産の売り払い等 

       該当なし 

    ④ その他 

 

 （２）支出関係 

     ① 人件費削減（職員削減） 

        １） 職員定数の見直し 

２） 適正な人事配置 

３） 任期付職員採用の検討 

     ② 人件費削減（給与削減） 

        １） 市部局と同様 

２） アルバイト賃金の見直し 

     ③ 組織の統廃合 

          組織・機構の再編 

 

     ④ 民間的主要の導入による事務事業費削減 

地方独立行政法人化等の運営手法を検討 

     ⑤ その他 
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別紙－１         過去５年間の職員の状況 

年  度 職  種 員 数（人） 平均年齢（歳） 

医   師 ５３ ４２歳 ４月

医療技術職 ５６ ３８歳 ８月 

看 護 職 ２６３ ３１歳 ６月 

一般行政職 ２９ ４０歳 ０月 

技能労務職 １６ ３８歳 ９月 

 

 

１１年度 

 

 合   計 ４１７ － 

医   師 ５５ ４２歳 ６月

医療技術職 ５９ ３９歳 ３月 

看 護 職 ２６１ ３２歳 ３月 

一般行政職 ２８ ４０歳１０月 

技能労務職 １５ ４１歳 ３月 

 

 

１２年度 

 

 合   計 ４１８ － 

医   師 ５４ ４３歳 ５月

医療技術職 ６１ ３８歳 ９月 

看 護 職 ２６１ ３２歳 ９月 

一般行政職 ２８ ４１歳 ２月 

技能労務職 １５ ４２歳 ３月 

 

 

１３年度 

 

 合   計 ４１９ － 

医   師 ５６ ４２歳 ９月

医療技術職 ６０ ３９歳 ６月 

看 護 職 ２６１ ３３歳 ７月 

一般行政職 ２８ ４１歳１０月 

技能労務職 １５ ４３歳 ３月 

 

 

１４年度 

 

 合   計 ４２０ － 

医   師 ５２ ４４歳 ４月

医療技術職 ６０ ４０歳 １月 

看 護 職 ２５５ ３４歳 ３月 

一般行政職 ２６ ４２歳１１月 

技能労務職 １５ ４４歳 １月 

 

 

１５年度 

 

合   計 ４０８ － 

医   師 ４９ ４４歳 ４月

医療技術職 ５７ ４１歳 １月 

看 護 職 ２３０ ３４歳 ４月 

一般行政職 ２０ ４４歳 ８月 

技能労務職 ４ ４８歳 ８月 

 

 

１６年度 

 

合   計 ３６０ － 
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別紙－２ 

人員体制の見込み 

 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

医     師    ４８    ５２    ５２    ５２    ５２ 

看  護  師   ２１８   ２３６   ２３６   ２３６   ２３６ 

医療技術職    ５４    ５６    ５６    ５４    ５４ 

薬 剤 師    １０    １０    １０     ９      ９ 

検査技師    １４    １５    １５    １５    １５ 

放射線技師    １１    １１    １１    １０    １０ 

PT・OT・ST    １５    １６    １６    １６    １６ 

栄養士     ３      ３      ３      ３      ３ 

 

内 

 

 

訳 

視能訓練士     １      １      １      １      １ 

事務技術職    １９    ２０    ２０    ２０    ２０ 

技能労務職      ４      ４      ４      ４      ４ 

  合   計   ３４３   ３６８   ３６８   ３６６   ３６６ 

  ※平成１７年度職員数は、１１月１日現在 
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